
■精霊船の大きさ
　全長10m以下で、担いだときの高さ3.5m、幅2.5m
　以内（長さ2m以上の船は、最寄りの警察署の許可
　が必要。受付期間は7月24日～8月8日）
■名切交差点までの精霊船の通行順路
�大和町方面から佐世保駅までは国道の左端、佐世
　保駅前からは国道の右端を通る
�大野方面からは国道の左端を通る
�山手方面からは名切市道の左端（小佐世保通りを
　下る場合は市道の右端）を通る
�裁判所前は左端を通る
※三ケ町、四ケ町アーケード内は通行できません
■市バスの路線変更
�花園経由は、俵町～高梨経由で運行します
�沖新町線は、高専寮前を通行します
■車両通行止め
�スポーツ広場周辺は、19時～22時は車の通行はで
　きません
※各会場ともマイカーでの来場はご遠慮ください。
※各会場内では、花火類は使用できません。また、
　会場外での使用は、十分注意してください。

※市中心部は市環境部総務課へお尋ねください。

■各地区警察署の連絡先
　≪市中心部・日宇地区≫　  
　　佐世保警察署（�0956-23-0110）
　≪早岐地区≫　　　　　　
　　早岐警察署（�0956-39-0110）
　≪相浦・中里皆瀬・吉井・世知原・小佐々地区≫
　　相浦警察署（�0956-47-5110）
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●お尋ね　市環境部総務課
　　　　　　（�0956-31-6520）

とき・ところ地　区（主催・連絡先）

19時～22時　
中央公園・スポーツ広場
（地図参照）

市中心部
（佐世保仏教連合会）

18時～22時　
東町海岸

早　　岐
（早岐地区自治会連合会
　　　　�0956-38-2213）

18時～20時30分　
佐世保高専グラウンド横

日　　宇
（日宇商工振興会・
　　田川会長　
　　　　�0956-32-5618）

18時～21時　
市役所中里皆瀬支所駐車
場

中里皆瀬
（中里皆瀬地区連合町内会
　　　　�0956-49-2114）

19時～22時　
相浦町・市水産市場（新
魚市場）横の空き地

相　　浦
（相浦町協議会・香田会長
　　　　�0956-48-2793）

18時～22時　
ポットホール公園駐車場

吉　　井
（吉井町万灯龍流し実行委
　員会・立石会長
　　　　�0956-64-2078）

18時～20時30分　
躍進の泉

世 知 原
（栗六青年部・山下部長
　　　　�0956-76-2274）

19時～22時
大悲観公園駐車場、楠泊
バス停前広場

小 佐 々
（小佐々町保健環境自治連
　合会　�0956-41-3114）

　8月15日は、お盆の精霊流しです。ことしも、名切の中央公園・スポーツ広場ほかに
精霊船や 菰 が運び込まれ、供養が行われます。

こも

　市内の実施場所や交通規制などについてお知らせします。
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【中央公園・スポーツ広場周辺の精霊船順路図】

8月15日は、ふるさと佐世保で

●お尋ね　消防局予防課（�0956-23-9256）

　本市では、災害が発生する恐れのある各種の気象
警報が発令され、災害の発生が予測されるときは、
災害警戒本部を設置し、災害情報の収集、応急対策
などの防災体制の確立を図っています。

■台風による災害の恐れがあるときは次の対策を
①屋内　
・停電に備えて懐中電灯や携帯ラジオの準備
・避難に備えて貴重品などの非常持ち出し品の準備
・テレビ、ラジオなどの大雨・台風情報を注意深く
　聞く
・むやみに外出しない
・断水に備えて飲料水の確保
・浸水などの恐れがある所の家財道具、食料品、衣
　類、寝具などの生活用品を高い場所へ移動する
・病人や乳幼児、身体の不自由な人などを安全な場
　所へ移動させる
②屋外
・窓ガラスのひび割れ、窓枠の確認。また、強風に
　備えて外側から板でふさぐなどの処置をする
・かわらのひび割れ、ずれ、はがれがないかの確認
・トタンのめくれ、はがれがないかの確認
・外壁に亀裂や浮きがないかの確認
・雨どいに落ち葉等が詰まっていないかなどの確認
・雨戸にガタツキやゆるみがないかなどの確認
・鉢植えや 物  干  竿 など、飛散の危険が高いものは室

もの ほし ざお

　内へ移動する

■訓練日時　9月1日（金）　9時30分～12時
■訓練場所　陸上自衛隊・相浦駐屯地
■訓練の内容
　　市民の皆さんが中心となる初期消火や応急処
　置訓練のほか、地震などによる倒壊家屋からの救
　出や海上における遭難者の救助訓練などを行う予
　定です。

　

●お尋ね　消防局防災対策課
　　　　　　　　（�0956-23-9258）

日本列島には、毎年多数の台風が接近または

上陸し、たびたび大きな被害に遭っています。

日ごろから台風情報に注意して備えましょう。

万一の台風災害に備えて
市では、毎年「防災の日」に合わせて総合防

災訓練を行っています。訓練は自由に見学で

きますので、多数ご来場ください。

市総合防災訓練

●１１ 
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9月1日は「防災の日」
　大正12年のこの日、関東大震災が発生し
ました。
　国では、皆さんに災害についての認識を深
め、備えを強化してもらおうと、この日を
「防災の日」と定めました。

初期消火訓練 倒壊家屋からの救出訓練

 一般住宅への火災警報器の設置が義務化されました

　消防法が一部改正され、火災の早期発見、早期避
難を行うことによる死者を減らすことを目的に、一
般住宅（長屋式住宅、寄宿舎などを含む）について
も火災警報器の設置が義務付けられました。
　新築の住宅は平成18年6月1日から、またそのほか
の既に存在している住宅（平成18年6月1日現在）は
平成21年5月末日までに設置しなければなりません。

※機器の販売、設置、交換を行う事業者は市ホーム
　ページで確認できます。

大切な命を守るため、住宅用火災警報器を付けましょう。


